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○�

佐
久
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与

並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

消
防
団
員
の
処
遇
改
善
を
図
る

た
め
、
国
か
ら
報
酬
等
の
見
直
し

基
準
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

班
長
お
よ
び
団
員
の
年
額
報
酬
を

増
額
す
る
と
と
も
に
、
災
害
出
動

等
に
係
る
出
動
報
酬
を
新
た
に
設

け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
所
要
の
改

正
を
行
い
ま
し
た
。

○�

佐
久
市
消
防
団
員
の
定
員
、
任

免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

　

消
防
団
員
の
定
員
に
つ
い
て
、

実
情
に
応
じ
た
適
正
な
定
員
管
理

を
図
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。

○�

佐
久
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改

正

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
利
用
し
た

証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
促
進
を
図
る
た
め
、
当
該

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
の
諸

証
明
等
交
付
手
数
料
の
引
下
げ
を

行
う
と
と
も
に
、
個
人
番
号
カ
ー

ド
の
更
な
る
普
及
促
進
を
図
る
た

め
、
特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
減

額
幅
を
拡
大
す
る
改
正
を
行
い
ま

し
た
。

○�

佐
久
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
改
正

　

長
野
県
が
策
定
し
た
「
保
険
料

水
準
の
統
一
に
向
け
た
ロ
ー
ド
マ

ッ
プ
」
の
方
針
に
基
づ
く
、
保
険

給
付
と
負
担
等
に
視
点
を
置
い
た

見
直
し
に
よ
り
、
「
資
産
割
」
を

廃
止
と
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の

引
下
げ
を
行
い
ま
し
た
。

○�

佐
久
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条

例

　

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
に
基
づ

き
、
犯
罪
被
害
者
等
が
受
け
た
被

害
の
早
期
の
回
復
お
よ
び
軽
減
な

ら
び
に
犯
罪
被
害
者
等
の
生
活
の

再
建
を
図
り
、
も
っ
て
誰
も
が
安

心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地

域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
制
定
し
ま
し
た
。

○�

佐
久
市
障
害
児
通
園
施
設
条
例

等
の
一
部
改
正

　

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行

に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
各
条
例

中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
関
係
法
律

の
条
項
を
改
め
る
ほ
か
、
所
要
の

改
正
を
行
い
ま
し
た
。

〇�

佐
久
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

　

国
の
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改

正
に
伴
い
、
家
庭
的
保
育
事
業
者

等
に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
関
す

る
計
画
の
策
定
や
自
動
車
を
運
行

す
る
場
合
の
児
童
の
所
在
の
確
認

に
つ
い
て
の
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○�

佐
久
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正

　

国
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に

特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設

等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正

に
伴
い
、
利
用
す
る
児
童
に
対
す

る
懲
戒
に
係
る
権
限
の
濫
用
禁
止

に
つ
い
て
の
規
定
を
削
除
す
る
ほ

か
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○�

佐
久
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

改
正

　

国
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
の
改
正
に
伴
い
、
放
課
後
児
童

健
全
育
成
事
業
所
に
お
け
る
安
全

の
確
保
に
関
す
る
計
画
お
よ
び
感

染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お

け
る
業
務
の
継
続
を
図
る
た
め
の

計
画
の
策
定
な
ら
び
に
自
動
車
を

運
行
す
る
場
合
の
児
童
の
所
在
の

確
認
に
つ
い
て
の
規
定
を
設
け
る

ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し

た
。

○�

佐
久
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
改

正

　

佐
久
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条

例
の
制
定
に
伴
い
、
犯
罪
被
害
者

等
の
居
住
の
安
定
を
図
る
た
め
、

佐
久
市
議
会

第
１
回
定
例
会
が
開
か
れ
ま
し
た

　
令
和
５
年
佐
久
市
議
会
第
１
回
定
例
会
が
２
月
17
日
に
開
会
し
、
３
月
22
日
ま
で
の
34
日
間
の
会
期
で
開

か
れ
ま
し
た
。
市
長
が
提
出
し
た
議
案
は
、
招
集
日
に
提
案
し
た
条
例
案
11
件
、
事
件
案
２
件
、
予
算
案
20

件
と
、
３
月
８
日
に
提
出
し
た
条
例
案
２
件
、
事
件
案
１
件
、
予
算
案
３
件
、
人
事
案
８
件
、
諮
問
案
１
件

の
合
わ
せ
て
48
件
で
、
い
ず
れ
も
可
決
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
議
員
か
ら
は
３
月
８
日
に
条
例
案
１

件
、
規
則
案
１
件
と
、
３
月
22
日
に
条
例
案
２
件
が
提
出
さ
れ
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

条 

例
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入
居
者
の
資
格
に
係
る
規
定
に
つ

い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し

た
。

○�

佐
久
市
体
育
施
設
条
例
の
一
部

改
正

　

令
和
５
年
３
月
31
日
に
閉
校
と

な
る
田
口
小
学
校
、
切
原
小
学
校
、

臼
田
小
学
校
の
学
校
体
育
施
設
で

あ
る
体
育
館
お
よ
び
校
庭
に
つ
い

て
、
跡
地
利
用
が
開
始
さ
れ
る
ま

で
の
間
、
社
会
体
育
施
設
と
し
て

使
用
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を

行
い
ま
し
た
。

○�

佐
久
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与

の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

　

職
員
の
不
適
切
事
案
に
つ
い
て
、

市
長
お
よ
び
副
市
長
と
し
て
の
管

理
監
督
責
任
を
重
く
受
け
止
め
、

令
和
５
年
３
月
の
市
長
お
よ
び
副

市
長
の
給
料
月
額
を
、
市
長
に
つ

い
て
は
20
パ
ー
セ
ン
ト
、
副
市
長

に
つ
い
て
は
10
パ
ー
セ
ン
ト
減
額

す
る
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○�

佐
久
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
改
正

　

健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改

正
に
よ
り
、
同
令
で
定
め
る
出
産

育
児
一
時
金
の
額
が
変
更
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
本
市
の
国
民
健
康

保
険
に
お
け
る
出
産
育
児
一
時
金

の
額
に
つ
い
て
、
改
正
を
行
い
ま

し
た
。

○�

佐
久
市
議
会
委
員
会
条
例
の
一

部
改
正
条
例
（
議
員
提
案
）

　

重
大
な
感
染
症
の
ま
ん
延
や
大

規
模
な
災
害
の
発
生
等
に
よ
り
、

委
員
が
委
員
会
の
開
会
場
所
に
参

集
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
さ
れ

る
実
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

議
会
の
機
能
維
持
の
観
点
か
ら
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
を
活
用
し

た
委
員
会
を
開
会
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
規
定
を
改
め
ま
し
た
。

○�

佐
久
市
い
じ
め
か
ら
子
ど
も
を

守
る
条
例
（
議
員
提
案
）

　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
の
趣

旨
を
踏
ま
え
、
子
ど
も
に
対
す
る

い
じ
め
の
防
止
等
の
た
め
の
対
策

に
関
す
る
基
本
理
念
を
定
め
、
市

、
教
育
委
員
会
、
学
校
、
学
校
の

教
職
員
、
保
護
者
の
責
務
な
ら
び

に
市
民
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
い
じ
め
の
防
止
等
に

関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
定
め
ま

し
た
。

○�

佐
久
市
こ
ど
も
の
権
利
条
例

（
議
員
提
案
）

　

児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
や
、

そ
の
精
神
に
の
っ
と
っ
た
、
こ
ど

も
基
本
法
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
こ

ど
も
の
権
利
保
障
に
関
し
て
基
本

理
念
を
定
め
、
保
護
者
や
市
等
の

役
割
お
よ
び
議
会
の
責
務
を
明
ら

か
に
し
、
こ
ど
も
が
安
心
し
て
学

び
、
育
つ
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
の

実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
制
定
し
ま
し
た
。

○�

佐
久
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部

改
正
規
則
（
議
員
提
案
）

　

重
大
な
感
染
症
の
ま
ん
延
や
大

規
模
な
災
害
の
発
生
等
に
よ
り
、

参
集
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、

委
員
会
、
全
員
協
議
会
等
を
オ
ン

ラ
イ
ン
で
開
会
で
き
る
よ
う
規
定

を
設
け
る
ほ
か
、
会
議
録
の
配
布

を
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
も
可

能
と
す
る
た
め
規
定
を
改
め
ま
し

た
。

○�

佐
久
市
辺
地
総
合
整
備
計
画
の

変
更
に
つ
い
て

　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総

合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別

措
置
等
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第

８
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
２
年

佐
久
市
議
会
第
１
回
定
例
会
に
お

け
る
議
決
を
経
て
策
定
し
た
佐
久

市
辺
地
総
合
整
備
計
画
を
変
更
す

る
た
め
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

変
更
の
内
容
は
、
黒
田
・
大
月

辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
書
に
、

内
山
牧
場
キ
ャ
ン
プ
場
に
お
け
る

新
た
な
観
光
施
設
の
整
備
等
を
加

え
る
と
と
も
に
、
事
業
費
等
を
変

更
し
ま
し
た
。

○�

佐
久
平
南
広
場
の
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て

　

佐
久
平
南
広
場
の
指
定
管
理
者

と
し
て
、
株
式
会
社
Ｆ
ｕ
ｕ
ｔ
ｈ

を
指
定
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法

第
２
４
４
条
の
２
第
６
項
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
得
ま
し

た
。

○�

医
療
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
の

額
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

令
和
27
年
12
月
、
佐
久
市
立
国

保
浅
間
総
合
病
院
に
お
い
て
分
娩

診
療
時
に
堕
落
産
と
な
り
、
市
内

在
住
の
小
児
患
者
が
頭
蓋
骨
骨
折

お
よ
び
急
性
硬
膜
外
血
種
を
発
症

し
、
そ
の
後
、
他
の
医
療
機
関
に

お
い
て
、
本
件
に
よ
っ
て
被
っ
た

頭
部
外
傷
を
治
療
す
る
た
め
、
手

術
、
診
察
等
を
受
け
る
こ
と
と
な

っ
た
医
療
事
故
に
つ
き
、
相
手
方

と
合
意
に
達
し
た
の
で
、
損
害
賠

償
の
額
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、

議
会
の
議
決
を
得
ま
し
た
。

○
令
和
４
年
度
補
正
予
算

　

３
月
８
日
に
提
出
さ
れ
た
令
和

４
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

15
号
）
お
よ
び
特
別
会
計
補
正
予

算
（
９
会
計
）
な
ら
び
に
３
月
22

日
に
提
出
さ
れ
た
特
別
会
計
補
正

予
算
（
１
会
計
）
が
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
う
ち
、
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
15
号
）
は
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
か
ら
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
12
億
６
，
７
０
５
万
１
千
円

事 

件

予 

算
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を
減
額
し
、
総
額
を
５
３
６
億
５
，

５
６
８
万
２
千
円
と
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
補
正
の
主
な
内
容
は
、

次
の
と
お
り
で
す
（
万
円
未
満
は

切
捨
て
）
。

〔
一
般
会
計
補
正
予
算
第
15
号
〕

▼�

浅
科
福
祉
セ
ン
タ
ー
解
体
事
業

費
（
解
体
前
調
査
に
お
い
て
想

定
外
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材

が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

解
体
を
安
全
に
実
施
す
る
た
め

の
工
事
費
等
の
増
額
）

　
　
　
　
　
　

１
，
４
４
５
万
円

▼�

高
齢
者
対
策
事
業
費
（
事
業
費

の
確
定
見
込
み
に
よ
る
減
額
お

よ
び
介
護
保
険
特
別
会
計
繰
出

金
の
増
額
）

　
　
　
　
　
　

１
，
８
６
２
万
円

▼�

環
境
普
及
啓
発
事
業
費
（
申
請

者
数
増
に
伴
う
省
エ
ネ
家
電
製

品
普
及
促
進
事
業
補
助
金
の
増

額
）　
　
　
　
　

１
３
８
万
円

▼�

観
光
施
設
管
理
運
営
事
業
費

（
事
業
費
の
確
定
見
込
み
に
よ

る
減
額
お
よ
び
電
気
料
等
高
騰

の
影
響
を
受
け
た
指
定
管
理
者

支
援
の
た
め
の
交
付
金
）

　
　
　
　
　
　

２
，
４
１
９
万
円

▼�

都
市
構
造
再
編
集
中
支
援
街
路

事
業
費
（
事
業
費
の
確
定
見
込

み
に
よ
る
減
額
お
よ
び
国
の
補

正
予
算
事
業
に
採
択
さ
れ
た
こ

と
に
伴
う
道
路
整
備
工
事
費
等

の
増
額
）　

６
，
５
５
３
万
円

▼�

都
市
公
園
セ
ー
フ
テ
ィ
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
事
業
費
（
事
業
費
の
確

定
見
込
み
に
よ
る
減
額
お
よ
び

国
の
補
正
予
算
事
業
に
採
択
さ

れ
た
こ
と
に
伴
う
公
園
照
明
灯

の
更
新
に
係
る
工
事
費
の
増
額
）

　
　
　
　
　
　
２
，
７
８
５
万
円

▼�

小
学
校
施
設
整
備
事
業
費
お
よ

び
中
学
校
施
設
整
備
事
業
費

（
事
業
費
の
確
定
見
込
み
に

よ
る
減
額
お
よ
び
国
の
補
正

予
算
事
業
に
採
択
さ
れ
た
こ

と
に
伴
う
空
調
設
備
整
備
工

事
費
等
の
増
額
）

　
　
　
　

２
億
１
，
４
５
８
万
円

○
令
和
５
年
度
当
初
予
算

　

令
和
５
年
度
の
一
般
会
計
と
９

特
別
会
計
の
当
初
予
算
が
可
決
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、
一
般
会

計
は
、
総
額
を
４
７
２
億
円
と
し
、

特
別
会
計
は
、
総
額
を
３
７
４
億

２
，
７
６
８
万
３
千
円
と
し
ま
し

た
。
詳
細
は
、
佐
久
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
「
令
和
５
年
度
当
初
予
算

の
概
要
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ア
ド
レ
ス
：

http://w
w
w
.city

.saku
.

nagano.jp/shisei/zaisei/
yosan/reiw

a5.htm
l

○
令
和
５
年
度
補
正
予
算

　

令
和
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）
が
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

は
、
当
初
予
算
へ
の
計
上
を
留
保

し
て
い
た
事
業
に
つ
い
て
、
国
の

方
針
等
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と

に
伴
い
、
必
要
と
な
っ
た
事
業
費

の
補
正
で
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
億

７
，
９
９
９
万
４
千
円
を
追
加
し
、

総
額
を
４
７
６
億
７
，
９
９
９
万

４
千
円
と
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
補
正
の
内
容
は
、
次
の

と
お
り
で
す
（
万
円
未
満
は
切
捨

て
）
。

▼�

情
報
化
推
進
事
業
費
（
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
申
込
期
限
の
延
長
に

伴
う
ポ
イ
ン
ト
設
定
支
援
経
費
）

　
　
　
　
　

１
，
９
１
７
万
円

▼�

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
繰
出

金
（
出
産
育
児
一
時
金
の
引
き

上
げ
に
伴
う
繰
出
金
の
増
額
）

　
　
　
　
　
　
　

４
２
６
万
円

▼�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ

ン
接
種
事
業
費
（
公
費
負
担
に

よ
る
臨
時
接
種
が
１
年
間
延
長

さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
経

費
）　

４
億
５
，
６
５
５
万
円

　

任
期
満
了
等
に
伴
う
次
の
人
事

案
・
諮
問
案
に
つ
い
て
、
議
会
の

同
意
を
得
ま
し
た
（
敬
称
略
）
。

○
副
市
長

　

畠
山　

啓
二

○
固
定
資
産
評
価
員

　

畠
山　

啓
二

○
教
育
委
員
会
委
員

　

小
林　

尚
美

　

松
井　

聖

○
監
査
委
員

　

佐
々
木　

義
明

○
公
平
委
員
会
委
員

　

大
塚　

芳
暢

〇
農
業
委
員
会
委
員

　

浅
田　

み
さ
子　

市
川　

章
人

　

市
川　

覚　
　
　

市
川　

隆
幸

　

岩
﨑　

章　
　
　

岩
下　

武
弘

　

岩
間　

進　
　
　

臼
田　

幹
雄

　

大
塚　

悠　
　
　

掛
川　

正
幸

　

木
曽　

睦
招　
　

神
津　

芳
生

　

小
松　

博
文　
　

小
山　

陽
市

　

佐
藤　

郁
夫　
　

篠
原　

一
宏

　

鷹
野　

秀
司　
　

田
中　

真
理

　

田
村　

善
子　
　

伴
野　

則
行

　

中
澤　

隆
弘　
　
比
田
井　

陽
二

　

堀
田　

幸
吉　
　

渡
辺　

政
志

○�

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員

　

荒
井　

修
一

　

楜
澤　

泰
輔

　

竹
花　

彰
男

〇
茂
田
井
財
産
区
管
理
委
員

　

小
林　

勝
美

　

相
良　

睦
夫

　

佐
々
木　

和
美

　

南
波　

正
弘

　

渡
邉　

壽
男

○
人
権
擁
護
委
員

　

大
工
原　

正
一

人
事
・
諮
問


